
タクシー事業者燃油価格高騰対策支援金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 タクシー事業者燃油価格高騰対策支援金（以下「支援金」という。）は、燃油

価格の高騰の影響を受けながらも、県民生活や経済活動を支える重要な社会インフ

ラとして運行を継続しているタクシー事業者を対象に、燃料費上昇分に相当する額

を支援金として交付するものとし、その交付に関しては、愛知県補助金等交付規則

（昭和５５年愛知県規則第８号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めると

ころによる。 

 

（支援金の交付の対象となる者） 

第２条 支援金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、愛知県内に

営業所を置く道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号ハに規定する

一般乗用旅客自動車運送事業を行う者で、次の要件を全て満たす者とする。 

（１） 令和７年４月１日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者 

（２） 交付申請日以降も事業を継続する予定の者 

 

（欠格事由） 

第３条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、交付対象者となることができな

い。 

（１） 法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあ

っては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっ

ては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその

者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員では

ないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）と関係を

持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者（以下「暴

力団関係者」という。）がいると認められるとき。 

（２） 暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がその法人等の経

営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 

（３） 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団

員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしてい

ると認められるとき。 

（４） 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が

経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は

便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる

とき。 

（５） 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有していると認められるとき。 



（６） 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であるこ

とを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

 

（支援金の交付の対象となる車両） 

第４条 支援金の交付の対象となる車両（以下「交付対象車両」という。）は、交付対

象者が使用し、愛知県内に使用の本拠の位置があり、交付申請日時点で登録がされ

ているタクシー車両とする。ただし、令和７年４月１日時点で国土交通省中部運輸

局愛知運輸支局に一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車として

届出がされているタクシー車両の台数を上限とする。 

 

（支援金の額） 

第５条 支援金の額は、交付対象車両１台あたり 33,000 円とし、予算の範囲内で交

付する。ただし、一般財団法人日本エネルギー研究所石油情報センターが公表する

オートガス市況調査における愛知県の店頭（現金）価格（以下「価格」という。）の

うち、令和７年４月から令和８年３月までの価格について、令和７年３月の価格に

比べて３０％以上下落した月があった場合は、33,000 円に以下により算出する調

整率を乗じた額とし、33,000 円を上限とする（千円未満切り捨て）。なお、令和８

年１月１９日時点で公表されていない月の価格については、同時点で公表されてい

る価格のうち、直近の価格を用いる。 

 

調整率＝令和７年４月から令和８年３月までの平均価格÷令和７年３月価格 

 

（交付申請） 

第６条 支援金の交付の申請を行う者（以下「申請者」という。）は、知事が設置する

ウェブサイトを利用した電子申請、又は郵送申請により、別表に定める書類（以下

「申請書類」という。）を知事が別に定める期日までに提出しなければならない。な

お、交付申請は同一の申請者につき一度に限るものとする。また、申請書類及びそ

の基礎資料については、電磁的方法等により５年間保存し、知事から提出を求めら

れた場合には速やかに提出するものとする。 

 

（交付の決定等） 

第７条 知事は、前条の規定により申請書類の提出があったときは、その内容を審査

し、及び必要に応じて現地を調査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、交

付の決定をする。 

２ 交付の決定通知は支援金を交付すべきものと認めた交付対象者が指定する銀行

等口座への入金をもって行うものとし、この場合、申請書を交付対象者からの請求

書とみなす。 

３ 第１項の審査及び必要に応じた現地調査の結果、支援金を交付すべきでないと認

められたときは、タクシー事業者燃油価格高騰対策支援金不交付決定通知書（様式

第３号）により申請者に通知するものとする。 



 

（実績報告） 

第８条 規則第１３条に定める実績報告は、第６条に定める交付申請をもって代える

ものとする。 

 

（決定の取り消し等） 

第９条 知事は、支援金の交付をした場合において、申請内容に虚偽が認められたと

きその他不正の手段により支援金の交付を受けたことが判明したときは、支援金の

返還を命ずることができる。 

 

（細則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年１２月２８日から施行する。 

この要綱は、令和４年７月１５日から施行する。 

この要綱は、令和４年１０月５日から施行する。 

この要綱は、令和８年１月１９日から施行する。 

 

  



別表（第６条関係） 

 申請書類 

１ タクシー事業者燃油価格高騰対策支援金交付申請書（様式第１号） 

２ 

一般乗用旅客自動車運送事業の許可書の写し又は事業の譲渡を受けた場合は、

譲渡譲受認可書の写し 

※許可書又は認可書を提出できない場合は、運輸支局が発行する事業証明書の

写し 

３ 

令和７年４月１日時点の届出台数が確認できる一般乗用旅客自動車運送事業

の申請書等の写し（ただし、運輸支局が受理したことがわかるものに限る。個

人タクシー事業者において許可書で台数が確認できる場合は不要。） 

※事業許可又は譲渡譲受認可後に増減車を行っている場合は、令和７年４月１

日時点の届出台数が確認できる事業計画変更の申請書又は届出書の写し等 

※申請書等の写しを提出できない場合は、運輸支局が発行する事業証明書の写

し 

４ 申請台数内訳書（様式第２号） 

５ 申請する車両の自動車検査証記録事項の写し 

６ 
振込先の口座情報（金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人等）がわかる

書類 

７ その他知事が必要と認める書類 

 


